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22 「5-2金銭の管理」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「4-9一人で出たがる」が「3.ある」 
23 「5-2 金銭の管理」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「4-10 収集癖」が「3.ある」 
24 「5-2金銭の管理」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「4-11物や衣服を壊す」が「3.ある」 
25 「1-12 視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「3-1 意思の伝達」が「1.できる」 
26 「1-13 聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「3-1 意思の伝達」が「1.できる」 

 
27 

「1-12 視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、第 3 群の「3-2 毎日の日課を理解」「3-3 生年

月日をいう」「3-4 短期記憶」「3-5 自分の名前をいう」「3-6 今の季節を理解」「3-7 場所の理

解」の 6 項目がいずれも「1.できる」 
 

28 
「1-13 聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、第 3 群の「3-2 毎日の日課を理解」「3-3 生年

月日をいう」「3-4 短期記憶」「3-5 自分の名前をいう」「3-6 今の季節を理解」「3-7 場所の理

解」の 6 項目がいずれも「1.できる」 
29 「1-13 聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「5-3 日常の意思決定」が「1.できる」 
30 「1-12 視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「5-3 日常の意思決定」が「1.できる」 
31 「1-13 聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「2-6 排便」が「1.介助されていない」 
32 「3-1 意思の伝達」が「4.できない」にもかかわらず、「5-3 日常の意思決定」が「1.できる」 
33 「1-13 聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「2-5 排尿」が「1.介助されていない」 
34 「1-13 聴力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「2-2 移動」が「1.介助されていない」 
35 「4-11 物や衣類を壊す」が「3.ある」にもかかわらず、「5-3 日常の意思決定」が「1.できる」 
36 「3-5自分の名前を言う」が「2.できない」にもかかわらず、「5-3日常の意思決定」が「1.できる」 
37 「1-12 視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「2-6 排便」が「1.介助されていない」 
38 「1-12 視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「2-5 排尿」が「1.介助されていない」 
39 「1-12 視力」が「5.判断不能」にもかかわらず、「2-2 移動」が「1.介助されていない」 
40 「1-5 座位保持」が「4.できない」にもかかわらず、「5-5 買い物」が「1.介助されていない」 
41 「2-8 洗顔」が「3.全介助」にもかかわらず、「5-6 簡単な調理」が「1.介助されていない」 
42 「2-9 整髪」が「3.全介助」にもかかわらず、「5-6 簡単な調理」が「1.介助されていない」 
43 「5-2 金銭の管理」が「3.全介助」にもかかわらず、「5-5 買い物」が「1.介助されていない」 
44 「5-3日常の意思決定」が「4.できない」にもかかわらず、「5-5買い物」が「1.介助されていない」 
45 「3-1意思の伝達」が「4.できない」にもかかわらず、「5-5買い物」が「1.介助されていない」 
46 「4-11物や衣類を壊す」が「3.ある」にもかかわらず、「4-14自分勝手に行動する」が「1.ない」 
47 「1-3 寝返り」が「3.できない」にもかかわらず、「1-4 起き上がり」が「1.できる」 
48 「1-3 寝返り」が「3.できない」にもかかわらず、「1-8 立ち上がり」が「1.できる」 
49 「1-4 起き上がり」が「1.できる」にもかかわらず、「1-5 座位保持」が「4.できない」 
50 「1-7 歩行」が「1.できる」にもかかわらず、「2-2 移動」が「4.全介助」 
51 「2-1 移乗」が「4.全介助」にもかかわらず、「1-8 立ち上がり」が「1.できる」 
52 「1-10 洗身」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「2-8 洗顔」が「3.全介助」 
53 「1-10 洗身」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「2-10 上衣着脱」が「4.全介助」 
54 「1-10 洗身」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「2-11 ズボン着脱」が「4.全介助」 
55 「2-8 洗顔」が「3.全介助」にもかかわらず、「1-11 つめ切り」が「1.介助されていない」 
56 「1-11つめ切り」が「1.介助されていない」にもかかわらず、「1-12視力」が「5.判断不能」 
57 「2-10上衣着脱」が「4.全介助」にもかかわらず、「2-11ズボン着脱」が「1.介助されていない」 
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■ ６. 状態の維持・改善可能性の判定ロジック 

状態の維持・改善可能性の評価は、認知症高齢者の日常生活自立度を含む認定調査の結

果と主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度等の組み合わせにより行われます。 
認知症自立度 II 以上の蓋然性については、認知症高齢者の日常生活自立度が認定調査、

主治医意見書で、一方が「自立またはⅠ」、他方が「Ⅱ以上」と異なる場合に表示されます。 
認定調査項目の結果に従い、図表 30～32 に基づいた判断が行われ、介護給付か予防給付

かが表示されます。 

図表 30 認定調査結果と主治医意見書に基づく給付区分の評価 

 認定調査結果の認知症高齢者の日常生活自立度 

自立またはⅠ Ⅱ以上 

主治医意見書の認知症 

高齢者の日常生活自立度 

自
立
ま
た
は
Ⅰ

「状態の安定性」により 

評価（図表 32 参照） 

「認知症高齢者の日常生 

活自立度Ⅱ以上の蓋然 

性」により評価 

（図表 31 参照） 

Ⅱ
以
上 

「認知症高齢者の日常生 

活自立度Ⅱ以上の蓋然 

性」により評価 

（図表 31 参照） 

介護給付 

記
載
な
し 

「状態の安定性」により 

評価（図表 32 参照） 
介護給付 

 

図表 31 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の蓋然性による給付区分の評価 

認知症高齢者の日常生活 

自立度Ⅱ以上の蓋然性 
給付区分 

50％未満 「状態の安定性により評価」（図表 32 参照） 

50％以上 介護給付 

 

図表 32 状態安定性による給付区分の評価 

状態の安定性 給付区分 

安定 予防給付 

不安定 介護給付 
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(1) 認知症自立度 II 以上の蓋然性評価ロジックの仕組みについて 

認知症自立度 II 以上の蓋然性評価ロジックは現行の一次判定ロジックと同様に、樹形モ

デルを使用して作成されています。分岐の条件は一次判定で使用している心身の状態に関

する項目（及び主治医意見書の項目）が用いられています。 
対象データは平成 19 年度モデル事業（第一次）の 34,401 件です。 
目的変数に「認知症高齢者の日常生活自立度」、説明変数に心身の状態に関する認定調査

項目（62 項目）、中間評価項目、主治医意見書からの 4 項目を設置し、樹形モデルを使用

して作成しました。分岐条件として、「分岐先の該当数を 250 件以上であること」を設定し

ました。 
図表 33 で認知症自立度Ⅱ以上の蓋然性を%表示しました。 
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